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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、環境保全の見地からの意見を求めるため、方

法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1 月間縦覧に

供した。 
 

(1) 公告の日 
平成 31 年 1 月 8 日（火） 

 
(2) 公告の方法 

①日刊新聞等による公告（別紙 1 参照） 
下記日刊紙に「公告」を掲載した。 
・平成 31 年 1 月 8 日（火）付 岩手日報（朝刊：2 面） 
下記地域紙（週 2 回発行）に「公告」を掲載した。 
・平成 31 年 1 月 5 日（土）付 復興釜石新聞（3 面） 
 

②地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ（別紙 2 参照） 
下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 
・平成 31 年 1 月 1 日（火）発行 広報かまいし 
・平成 31 年 1 月 10 日（木）発行 広報遠野 
・平成 31 年 1 月 7 日（月）発行 広報おおつち 
 

③インターネットによるお知らせ 
平成 30 年 1 月 7 日（月）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 
・岩手県のウェブサイト（別紙 3-1 参照） 

http:// www.pref.iwate.jp/kankyou/hozen/jokyo/070327.html 
・釜石市のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 

http:// www.city.kamaishi.iwate.jp/jigyousha/kigyo_ricchi/ 
detail/1225049_2485.html 

・遠野市のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 
http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/1,46094,265,549,html 

・大槌町のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/430987.html 

・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト（別紙 3-3 参照） 
http://eeh-development.com/kamaishi-koshin/ 
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(3) 縦覧場所 
関係自治体庁舎の計 6 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用に

より縦覧を行った。 
①関係自治体庁舎での縦覧 

・岩手県沿岸広域振興局１階県民ホール 
・岩手県県南広域振興局花巻総務センター（花巻地区合同庁舎） 
・釜石市役所第三庁舎企業立地課 
・釜石市栗橋地区生活応援センター 
・遠野市土淵地区センター 
・大槌町役場総合政策課 
 

②インターネットの利用による縦覧 
・（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト 

http://eeh-development.com/kamaishi-koshin/ 
 

(4) 縦覧期間 
・縦覧期間：平成 31 年 1 月 8 日（火）から平成 31 年 2 月 7 日（木）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 
・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

 
なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能

な状態とした。また、岩手県、釜石市、遠野市、大槌町のウェブサイトに当該縦覧ペー

ジへのリンクを掲載することにより参照可能とした。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 
「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。 
 

(1) 公告の日及び公告方法  

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。  

（別紙 1、別紙 2、別紙 3 参照）  

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数  

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。  

【釜石市】  

・  開催日時：平成 31 年 1 月 21 日（月） 18 時から 19 時半  

・  開催場所：釜石市橋野ふれあいセンター  

・  来場者数：8 名  

【遠野市】  

・  開催日時：平成 31 年 1 月 22 日（火） 18 時から 19 時半  

・  開催場所：遠野市土淵地区センター  

・  来場者数：3 名  

【大槌町】  

・  開催日時：平成 31 年 1 月 19 日（土） 14 時から 15 時半  

・  開催場所：大槌町小槌地区多目的集会所  

・  来場者数：4 名  

 
3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境保全の見地から意見を有する者の意見

の提出を受け付けた。 
 

(1) 意見書の提出期間 
平成 31 年 1 月 8 日（火）から平成 31 年 2 月 21 日（木）まで 
（郵送による意見書は当日消印まで有効とした。） 

 
(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた（別紙 4 参照）。 
①縦覧場所に設置した意見書箱への投函 
②紙面による当社への郵送 

 
(3) 意見書の提出状況 

合計で 8 名の方から 60 件の意見が提出された。 
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第 2 章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地からの意見の概要と事業者の

見解 
 

 

表 2-1(1/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県大船渡市在住 A 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

1-1 

原子力発電は即時やめるべきですし、化

石エネルギーでの発電も早期に自然エネル

ギー発電に切り替えていくべきだと思いま

すが、標記計画については以下の理由によ

り反対です。 
 

1 計画は野生動植物に大きな悪影響がある

と思います。 
① 特に野鳥、コウモリ類へのバードスト

ライク、バットストライクが懸念されま

す。野鳥では、尾根や風を利用して移動す

る大型猛禽類（オジロワシ、オオワシ、イ

ヌワシ）の衝突死が国内外から報告され

ています。この釜石広域風力発電設備に

おいては、設置後 4 年弱で国内初のイヌ

ワシ（国の絶減危惧種）のバードストライ

クが発生しました。 
 計画地周辺には複数のイヌワシの繁殖

地があるとされています。また、クマタ

カ、ノスリの希少猛禽類も生息し、移動期

には各種のワシタカ類も通過するものと

考えられます。 
 計画が実行されますと、これら野鳥の

生息環境を大きく損なうこととなりま

す。 
②森林、植物についても、工事用地の確保、

移動用の道路新設、拡張の過程などにお

いて、周辺自然環境を大きく損なうこと

が懸念されます。 

今後実施する環境影響評価の手続きを通

じて、事業者に実行可能な範囲で、野生動植

物への影響の回避・低減に努めてまいりま

す。 
 
①について 

平成 20 年 9 月にイヌワシのバードストラ

イクを引き起こしてしまった反省を踏ま

え、イヌワシの生息に及ぼす影響をできる

限り低減できるよう事業計画を検討した上

で、適切な調査・予測・評価を行い、その結

果に基づき、環境保全措置を検討していく

ことを基本方針といたします。 
風力発電機への衝突が懸念される鳥類、

コウモリ類につきましては、専門家等への

ヒアリング結果を踏まえて調査、予測及び

評価の手法を検討しております。 
今後実施する現況調査の中で飛翔高度を

含む利用状況の確認に努め、その結果を踏

まえて予測・評価を行い、適切な環境保全措

置を検討し、環境影響の回避・低減に努めま

す。 
 

②について 
本事業は既設の風力発電所の更新である

ため、既設の風力発電設備の撤去跡地、既存

道路、既設送電線をできる限り利用するこ

と等により、植生の新たな改変面積を低減

できるよう、事業計画を検討いたします。 
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表 2-1(2/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県大船渡市在住 A 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

1-2 

2 発電機の形状に問題があると思います。 
計画されている発電機は、従来と同じ三

枚ブレードでかつ大型化されるものと思い

ますが、この形状では、野鳥などの移動に大

変危険です。平成 20 年 9 月の現地でのイヌ

ワシの衝突死亡も、この形状が理由ではな

いかと思います。今後の計画においては、こ

の形状を変えていくことが必要だと思いま

す。 
具体的には、小型化した縦型で覆いのあ

る形状にすることを考えるべきです。そう

すれば、設置の場所についても、大規模に自

然を壊さなくても設置できるなど、相当融

通がきくものと思います。 

本事業は既設風力発電所の更新であり、

現在と同等の出力の確保を目指していま

す。ご提案の小型・縦型の機種で既設発電所

と同規模の出力を実現するには、多数の風

車（一般的な 20kW 出力の小型風力発電機

の場合は 2,000 基以上）を設置することと

なり、改変される土地面積も膨大となる恐

れがあります。むしろ環境負荷を増大させ

る懸念が大きく、実施が困難と考えており

ます。 
このため本事業では従来同様三枚羽の大

型機の導入を予定しており、バードストラ

イクのリスクについては、今後実施する現

況調査の中で飛翔高度を含む利用状況の確

認に努め、その結果を踏まえて予測・評価を

行い、適切な環境保全措置を検討し、環境影

響の回避・低減に努めてまいります。 

1-3 

3 自然豊かなふるさと、「民話の里遠野」の

景観が壊されます。 
私は、釜石市の計画地の近くで生まれ育

ちました。この自然豊かなふるさとの景観

が壊されたことに心をいためてきました。

また、計画地は「民話の里遠野」の市街地か

らも近い所にあり、設置場所としてふさわ

しくありません。 

既設の風力発電機よりも大型の発電機を

予定していますが、基数は 1/4 程度に減少す

る計画です。この結果として景観への影響

がどのように変化するかを、今後の環境影

響評価において、調査・予測・評価し、適切

な環境保全措置を検討いたします。 
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表 2-2(1/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県大船渡市在住 B 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

2-1 

風力発電事業の更新が行われようとして

いる和山・新山・貞任山は北上高地でも生物

多様性の重要な環境を有する地帯である。

様々な命をはぐくむこの地での風力発電事

業はすぐにも中止してもらいたい。天然記

念物イヌワシの激突死を引き起こしたこと

への責任も取らないまま、事業を継続する

ことを許されてはならない。既設の風力発

電施設を撤去し、発電事業からすぐにも撤

退するべき重大責任がある。 

平成 20 年 9 月にイヌワシのバードストラ

イクを引き起こしてしまった反省を踏ま

え、イヌワシの生息に及ぼす影響をできる

限り低減できるよう事業計画を検討した上

で、適切な調査・予測・評価を行い、その結

果に基づき、環境保全措置を検討していく

ことを基本方針といたします。 
現在までに確認されたイヌワシの飛翔状

況を踏まえ、イヌワシのバードストライク

が発生したと推定されている西サイトの既

設 15 号機及びその南側にある既存の風力発

電機については撤去後に更新は行わないも

のとし、それらを含む区域についても対象

事業実施区域から除外する計画としまし

た。 
今後の環境影響評価においては、専門家

の助言を踏まえて対象事業実施区域周辺の

イヌワシの生息にとって重要な場所とその

利用実態を明らかにするための調査を実施

し、本事業の実施によるイヌワシへの影響

を適切に予測・評価し、環境保全措置を検討

してまいります。調査に際しては、イヌワシ

の飛来が非営巣期を中心としているという

当地の特性に着目し、非営巣期の調査を重

点的に実施し、当地の利用状況の把握に努

めます。 
なお、イヌワシの生息について重大な影

響を十分低減できない場合は、抜本的な事

業計画の見直しを含めた対応策の検討を行

います。 

2-2 

大型のブレードを持つ形状ではバードス

トライクを防ぐことは不可能である。その

うえ環境影響調査についても、調査日数、手

法を見ても不十分であり、まして激突死を

起こした現地でより慎重な調査を行うべき

責任が見られないのは事業者としていかが

なものだろうか。（当初の設置は、アセスメ

ント法に基づいておらず、十分な調査に基

づかない専門委員会の設置の可否判断に誤

りがあったとしか思えないし、今回の調査

手法も不十分と言える） 

2-3 

イヌワシ大国と言われた岩手でさえも繁

殖個体が減少し続けているといわれている

が、ダム建設や大規模な林道建設、大規模な

牧野の増設、そして風力やメガソーラー発

電事業などによる大規模な環境改変が続け

られ、命の継続が断ち切られ、追いやられ行

き場を失った野生生物たち。ニホンオオカ

ミのように人間のエゴで絶滅に追いやられ

た結果、北上高地も生態系のバランスを失

い続けている。人は人以外の命を生み出す

ことはできないのだから、その地で生き続

ける生きものたちの権利を奪うことは許さ

れない。 
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表 2-2(2/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県大船渡市在住 B 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

2-4 

全国的にも岩手県内でも激減しているコ

ノハズクやオオジシギ、ヨタ力などへの影

響も気がかりである。またコウモリ類につ

いてアセス施工令でも具体的な調査手法の

記述がなく、調査が不十分であると思われ

る。生態上からも調査が専門的で難しい生

き物であり、超音波を感知して生息環境に

対応するコウモリにとって、ブレードの回

転によって発生する低周波などの影響を受

けると思われる。福島県の布引風力発電施

設でコウモリの大量衝突死が報告されてい

ると聞く。衝突死や追い出しで生態のつな

がりのバランスを崩す恐れもある。 

コノハズク等の岩手県レッドリスト記載

種につきましては、今後実施する調査にお

いて生息状況の確認につとめ、影響予測を

行い、適切な環境保全措置を検討いたしま

す。 
コウモリ類の調査、予測及び評価の手法

につきましては、生態に精通した専門家等

へのヒアリング結果を踏まえて検討してお

ります。また、今後の現地調査により得られ

たコウモリ類の出現状況等を基に、最新の

知見や専門家等の助言も踏まえながら適切

な環境保全措置を検討いたします。 

2-5 

鳥類やコウモリが生息するという地帯は

昆虫類、それをはぐくむ多様な植生の存在

を証明している。昆虫類の衝突死も無視で

きないし、植生もきずつけられる。衝突死を

誘発しない形状の風車の開発と送電網を張

り巡らさない小規模な集落発電などの開発

こそ、電力開発事業者の責務だと思う。 

本事業は既設の風力発電所の更新である

ため、既設の風力発電設備の撤去跡地、既存

道路、既設送電線をできる限り利用するこ

と等により、植生の新たな改変面積を低減

できるよう、事業計画を検討いたします。 
なお、昆虫類の衝突死の発生状況につき

ましては、その実態が不明であることから、

今後の調査・研究の進捗を踏まえて対応を

検討したいと考えております。 

2-6 

風力発電事業は投資の対象事業になって

いる。投資者と収益優先で環境復元を事業

者の責任で行われるとは思われず、地域の

環境を破壊するだけにならないか。家族で

親しんできた和山、新山、貞任山。どの季節

も大好きだ。次世代へ残したい北上高地を

これ以上壊さないでもらいたい。北上高地

に生きるすべての生きものへの畏敬を忘れ

ないでほしい。 

既設風力発電所の操業 14 年間は地域の皆

様のご理解、ご支援に支えられてこそのも

のであり、本事業の実施に際しても地域の

皆様との共存共栄が非常に重要と考えてお

ります。引き続き、地元集落や実際に土地を

所有・利用されている組合をはじめとする

地域の皆様方のご理解のもとで事業を進め

たいと考えております。また、事業終了後に

は土地を復旧してお返しするお約束も地権

者の皆様と事前に結ばせていただく予定で

す。環境面へのご懸念に関しては、今後行う

環境影響評価の結果を踏まえ、適切な環境

保全措置を検討し、実施することで、環境影

響の回避・低減を図ってまいります。 
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表 2-3(1/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-1 

■コウモリ類について 
コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食

するので、生態系の中で重要な役割を持つ

動物である。また害虫を食べるので、人間に

とって、非常に役立つ益獣である。しかし風

力発電施設では、バットストライクが多数

生じている。NED0 の報告(*)によれば、実

態把握サイト(風力発電施設 10 サイト)にお

けるコウモリ類の推定死亡数は年間 502.8
個体であり、これは鳥類の年間推定死亡数

(257.6 羽)のおよそ 2 倍になる。 
コウモリ類の出産は年 1～2 頭程度と、繁

殖力が極めて低いため、死亡率のわずかな

増加が、地域個体群へ重大な影響を与える

のは明らかである。国内では今後さらに風

車が建設される予定であり、コウモリ類に

ついて累積的な影響が強く懸念される。こ

れ以上風車で益獣のコウモリを殺さないで

ほしい。 
 

*平成 28 年度～平成 29 年度成果報告書風力

発電等導入支援事業環境アセスメント調

査早期実施実証事業環境アセスメント迅

速化研究開発事業(既設風力発電施設等に

お け る 環 境 影 響 実 態 把 握 I 報 告

書)P213.NED0,2018. 

 
本方法書において、専門家等へのヒアリ

ングを踏まえてコウモリ類の調査、予測及

び評価の手法を検討しています。 
また、今後の現地調査により得られたコ

ウモリ類の出現状況等を基に、最新の知見

や専門家等の助言も踏まえながら適切な環

境保全措置を検討いたします。 

3-2 

■コウモリ類の保全措置として「稼動制限」

を実施して欲しい 
国内では、すでに多くの風力発電事業者

が、コウモリ類の保全措置としてフェザリ

ングやカットイン風速を調整するなどの稼

働制限を行うことを表明した。大変すばら

しいことだと思う。是非、本事業者も検討し

てほしい。ただし、保全措置は事業者の主観

ではなく、現地調査結果及び予測結果を踏

まえるべきである。 

 
 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 
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表 2-3(2/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-3 

■コウモリ類について 
事業者は重要種以外のコウモリについて

影響予測や保全をしないようだが、「重要種

以外のコウモリは死んでも構わない」と思

っているのか？日本の法律ではコウモリを

殺すことは禁じられているはずだが、本事

業者は「重要種以外のコウモリ」について、

保全措置をとらずに殺すつもりか? 

 
重要な種及び注目すべき生息地を対象と

して予測、評価を行い、適切な環境保全措置

を検討する計画としていますが、コウモリ

類全般の保全に寄与するような環境保全措

置の検討に努めます。 

3-4 

■バットストライクの予測は定量的に行う

こと 
事業者が行う P244「バットディテクター

による飛翔高度調査（自動録音バットディ

テクターによる調査）」は定量調査であり、

予測手法（解析ソフト）もすでに実在する(例
えば「WINDBAT」http://www.windbat. 
techfak.fau.de/index.shtm1)。 

よって、バットストライクの予測を「定量

的」に行い客観的数値で示すこと。 

 
 
ドイツで実用化された当該ソフトウエア

をそのまま日本国内で適用可能かどうかの

検証が行われておらず、また、実際に適用し

た事例もないことから、現時点でこのソフ

トウエアを用いた予測を行うことは想定し

ていません。引き続き最新の知見や専門家

等の助言も踏まえながら具体的な予測の手

法を検討いたします。 

3-5 

■「バットストライクに係る予測手法」につ

いて経済産業大臣に技術的な助言を求め

ること 
「既に得られている最新の科学的知見」

によれば、バットストライクに係る調査・予

測手法は欧米では確立されている技術であ

る。しかしながら日本国内では、ブレード回

転範囲におけるコウモリ類の調査が各地で

行われながらも、「当該項目について合理的

なアドバイスを行えるコウモリ類の専門

家」の絶対数は少なく、適切な調査・予測及

び評価を行えない事業者が散見される。事

業者がヒアリングしたコウモリ類の専門家

について、仮に「地域のコウモリ相について

精通」していたとしても、「バットストライ

クの予測」に関しては、必ずしも適切なアド

バイスができるとは限らない。仮に事業者

が「コウモリ類の予測は定量的にできない」

と主張する場合は、環境影響評価法第十一

条第 2 項に従い、経済産業大臣に対し、「バ

ットストライクに係る予測手法」について

「技術的な助言を記載した書面」の交付を

求めること。 

 
 
 
方法書に記載した調査・予測及び評価の

手法は、発電所アセス省令に示される選定

の指針等に基づき検討し、コウモリ類の専

門家の意見を踏まえ決定しています。これ

らについては、今後、ご意見等を踏まえつ

つ、経済産業大臣によって審査され、手法等

について必要な勧告がなされます。 
以上の方法書の審査結果を踏まえて、環

境影響評価の項目等の選定を行うこととな

りますが、その際、必要であると認める場合

には、環境影響評価法第 11 条第 2 項に従

い、技術的な助言を求めます。 
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表 2-3(3/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-6 

■専門家へのヒアリングは「年月」だけでは

なく「年月日」まで記載すること 
他事業のヒアリング内容を、流用する悪

質な業者がいた。ヒアリングの「年月」の記

載だけでは、それが適切に実施されたもの

であるか、閲覧者は判断できない。よって、

ヒアリング年月だけでなく年月日まで記載

すること。 

 
 
ご指摘のような流用は行っていません

が、準備書においては事業者ヒアリングの

実施期日を年月日まで記載します。 

3-7 

■コウモリの音声解析について 
コウモリの周波数解析（ソナグラム）によ

る種の同定は、国内ではできる種とできな

い種がある。図鑑などの文献にあるソナグ

ラムはあくまで参考例であり、実際は地理

的変異や個体差、ドップラー効果など声の

変化する要因が多数あるため、専門家でも

音声による種の同定は慎重に行う。仮に種

の同定を誤れば、当然ながら誤った予測評

価につながるだろう。よって、無理に種名を

確定しないで、グループ（ソナグラムの型）

に分けて利用頻度や活動時間を調査するべ

きである。 

 
音声による種の同定に課題があることは

認識しており、確実に同定できないものに

ついては、ソナグラムの型に分けて調査結

果を整理し、可能な限り利用頻度や活動時

間などの把握に努めます。 

3-8 

■コウモリの音声録音について 
捕獲によって攪乱が起こるので、自動録

音調査と捕獲調査は、同日に行うべきでな

い（捕獲調査日の録音データは使用しない

こと）。 

 
コウモリの音声解析の際には、捕獲調査

時の録音データは使用しないこととしま

す。 

3-9 

■コウモリの捕獲調査について 
・コウモリ類について配慮のかけた不適切

な捕獲を行う業者がいる。よってコウモ

リの捕獲及び許可申請の際には必ず「コ

ウモリ類の専門家」の指導をうける（うけ

させる）べきだ。 
・６月下旬－７月中旬はコウモリ類の出産

哺育期にあたるため、捕獲調査を避ける

べきではないのか。 
・ハープトラップは高空を飛翔するコウモ

リを捕獲できないので、カスミ網も併用

するべきではないか。 
・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、

性別、年齢、体重、前腕長等を記録し、す

みやかに放獣するべきではないか。 
 

 
捕獲調査については、事前に専門家等に

調査計画を確認いただき、指導を受けた上

で実施いたします。 
なお、捕獲調査で高い位置にカスミ網を

設置した場合、捕獲されたコウモリを回収

するまでに時間がかかり、個体に過度のス

トレスを与えることになるため、カスミ網

は使用しない予定であり、捕獲調査ではハ

ープトラップのみを使用する予定です。高

空の飛翔状況は風況観測塔を活用したバッ

トディテクター調査にて可能な限り把握に

努めます。 
捕獲調査に際しては、ご意見いただいた

事項に注意し、対象個体の健康に影響がな

いように調査を進めます。 
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表 2-3(4/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-9
（
つ
づ
き
） 

・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響

が大きいので、ハープトラップは、かなら

ず夜間複数回見回るべきだ（夕方設置し

て、見回りせずに朝方回収などというこ

とを絶対に行わないこと）。 
・捕獲した個体を持ち帰り飼育しないこと。 
・捕獲した個体を素手で扱わないこと。 
・冬眠中の個体を絶対に覚醒させないこと。 
・冬眠中の個体を絶対に捕獲しないこと。 

 

3-10 

■P248 飛翔高度調査の調査地点について 
バットディテクターによる飛翔高度調査

地点が 2 か所のみであるが、その根拠を述

べよ。「利用頻度を比較する」つもりならば、

すべての風力発電機設置位置(11 箇所)にお

いて日没前から日の出まで自動録音調査す

るべきではないのか。 

 
飛翔高度調査には風況観測塔を使用する

計画であるため、観測塔のある 2 ヶ所を調

査地点としています。 

3-11 

■飛翔高度調査の期間について 
バットディテクターによる飛翔高度調査

の期間は 5 月から 10 月としているが、4 月

を実施しない具体的な根拠を述べること。 

 
対象事業実施区域は積雪地であり、5 月の

連休頃にならなければ現地まで到達できな

い可能性があるため、調査期間は確実に調

査が実施出来る 5 月からとしましたが、雪

解けが早い場合には、4 月からの調査につい

て検討します。 

3-12 

■P244 バットディテクターによる調査時間

について 
バットディテクターによる調査時間が

「18 時から翌 5 時」とあるが、日没と日の

出の時間は季節によって異なり、コウモリ

の活動時間帯も季節により変化する。よっ

て、日没 1 時間前から、日の出 1 時間後ま

で録音すること。 

 
 
ご指摘を踏まえ、機器による自動録音の

時間帯については調査期間中最も早い日没

時間の 1 時間前から、最も遅い日の出時間

の 1 時間後までの設定とし、結果の分析に

は各時期の日没 1 時間前から日の出 1 時間

後までのデータを使用します。 

3-13 

■バットディテクターによる調査について 
バットディテクターの探知距離は短く、

地上からでは高空、つまりブレードの回転

範囲の音声はほとんど探知できない。よっ

て準備書には使用するバットディテクター

の探知距離とマイクの設置方向（上向きか

下向きか）を記載すること。 
なお「仕様に書いていない（ので分から

ない）」などと回答をする事業者がいたが、

バットディテクターの探知距離は影響予測

をする上で重要である。わからなければ自

分でテストして調べること。 

 
準備書には使用するバットディテクター

の探知距離、マイクの設置方向を記載いた

します。 
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表 2-3(5/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-14 

■「回避」と「低減」の言葉の定義について  
事業者とその委託先のコンサルタントに

あらかじめ指摘しておく。事業者らは「影響

の回避」と「低減」の言葉の定義を本当に理

解しているだろうか。 
事業者らは、コウモリ類への保全措置と

して「ライトアップをしない」ことを掲げる

はずだが、「ライトアップをしない」ことは

影響の『回避』措置であり、『低減』措置で

はない。「ライトアップしないこと」により

「ある程度のバットストライクが『低減』さ

れた事例」は、これまでのところ一切報告が

ない。 

 
「ライトアップしない」ことは、コウモリ

類の餌となる昆虫類が風車に誘引される原

因のひとつを取り除くことで、餌を追って

飛来するコウモリ類が風車近くを飛翔する

頻度を低下させることをねらうものです

が、風車近くにおけるコウモリ類の飛翔を

完全になくすことはできないため、「回避」

でなく「低減」に該当するものと理解してい

ます。 

3-15 

■回避措置（ライトアップの不使用）につい

て 
ライトアップをしていなくてもバットス

トライクは発生している。 
これについて事業者は「ライトアップア

ップをしないことにより影響はある程度低

減できると思う」などと主張すると思うが、

「ある程度は低減できると思う」という主

張は事業者の主観に過ぎない。 

 
 
環境保全措置については、今後の現地調

査により得られたコウモリ類の出現状況等

を基に、最新の知見や専門家等の助言も踏

まえながら検討いたします。 

3-16 

■回避措置 (ライトアップアップの不使用 )
について 
ライトアップをしていなくてもバットス

トライクは発生している。これは事実だ。

昆虫類はライトだけでなくナセルから発す

る熱にも誘引される。またナセルの隙間、

ブレードの回転音、タワー周辺の植生や水

たまりなどコウモリ類が誘引される要因は

様々であることが示唆されている。 
つまりライトアップは昆虫類を誘引する

が、だからといって「ライトアップをしな

いこと」により「コウモリ類の誘引を完全

に『回避』」できるわけではない。完全に『回

避』できないのでバットストライクという

事象、つまり「影響」が発生している。ア

セスメントでは影響が『回避』できなけれ

ば『低減』するのが決まりである。よって、

コウモリ類について影響の『低減』措置を

追加する必要がある。 

 
 
環境保全措置については、今後の現地調

査により得られたコウモリ類の出現状況等

を基に、最新の知見や専門家等の助言も踏

まえながら検討いたします。 
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表 2-3(6/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-17 

■コウモリ類の保全措置（回避）について 
樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から

200m 以内に建てた風車は、バットストライ

クのリスクが高いことが、これまでの研究

でわかっている。低空（林内）を飛翔するコ

ウモリでさえ、樹林（林縁）から 200m 以内

ではバットストライクのリスクが高くな

る。よって、風力発電機は樹林から 200m 以

上離すこと。 

 
対象事業実施区域には牧草地及び樹林地

が含まれており、既設風力発電機の多くは

牧草地に立地しています。更新後の配置検

討に際しては、可能な限り林縁からの離隔

を確保する観点にも留意します。 

3-18 

■「ライアップをしないことによりバット

ストライクを低減できる」とは書いてい

ない 
「鳥類等に関する風力発電施設立地適正

化のための手引」には「ライトアップをしな

いことによりバットストライクを低減でき

る」とは書いていない。同手引きの P3-110
～111 には「カットイン風速をあげること

で、衝突リスクを低下させることができる」

と書いてある。研究で「カットインをあげる

こと」がバットストライクを低減する効果

があることが「すでに」判明している。 
(Effectiveness of Changing Wind 

Turbine Cut-in Speed to Reduce Bat 
Fatalities at Wind Facilities Final 
Report, Edward B. Arnettand Michael 
Schirmacher2010) 

 
 
 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 

3-19 

■コウモリ類の保全措置について 
事業者は「環境影響を可能な限り回避・

低減すべく環境保全措置を実施する」つも

りが本当にあるのだろうか？既存資料によ

れば、樹林から 200m の範囲に風車を立て

ないこと（回避措置）、『カットイン風速を

限られた期間と時間帯に高く設定すること

（低減措置）』がコウモリの保全措置として

有効な方法であることがわかっている。こ

の方法は、事業者が「実施可能」かつ「適

切な」、コウモリ類への環境保全措置であ

る。 

 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 
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表 2-3(7/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-20 

■コウモリ類の保全措置（低減措置）につ

いて 
コウモリの保全措置として、「カットイン

風速の値を上げること」が行われている。

事業者は、コウモリの活動期間中にカット

イン風速を少しだけあげれば、バットスト

ライクの発生を抑えられることを認識して

いるのか？ 

 
 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 

3-21 

■コウモリ類の保全措置を「施設の供用開

始時から」実施すること 
上記について事業者は、「国内におけるコ

ウモリの保全事例数が少ないので、（カット

イン風速の値を上げる）保全措置は実施し

ない（事後調査の後まで先延ばしにする）」

といった回答をするかもしれないが、環境

保全措置は安全側にとること。 
保全措置は「コウモリを殺すまで」後回し

にせず、「コウモリを殺す前」から実施する

ことが重要である。 

 
 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 

3-22 

■コウモリ類の保全措置を「施設の供用開

始時から」実施すること 2 
そもそも「コウモリに影響があることを

知りながら適切な保全措置をとらない」の

は、未必の故意、つまり「故意にコウモリを

殺すこと」に等しいことを先に指摘してお

く。仮に「適切な保全措置を実施しないでコ

ウモリを殺してよい」と主張するならば、自

身の企業倫理及び法的根拠を必ず述べるよ

うに。 

 
 
今後の現地調査により得られたコウモリ

類の出現状況等を基に、最新の知見や専門

家等の助言も踏まえながら適切な環境保全

措置を検討いたします。 

3-23 

■コウモリ類の保全措置を「施設の供用開

始時から」実施すること 3 
上記について事業者は「実際に何個体死

ぬか仕組みがよくわからないから（適切な

保全措置をせずに）事後調査して、本当に

死んだらその時点で保全措置を検討する」

などと論点をすり替えるかもしれないが、

それは「事後調査」という名目の「実証実

験」である。身勝手な「実験」でコウモリ

を殺してはいけない。保全措置とは「コウ

モリを殺す前」から安全側で実施する行為

である。 

 
 
生物を対象とする予測の結果や環境保全

措置の効果には不確実性を伴うことが一般

的です。そのような場合に事後調査を行い、

その結果を踏まえて必要に応じて追加的保

全措置を検討するという順応的な対応は、

環境保全措置に取り組む上での適切な考え

方のひとつであると理解しています。 
 



 

 15 

表 2-3(8/8) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

神奈川県川崎市在住 C 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

3-24 

■コウモリ類の保全措置について 
事業者は目先の利益を優先し、自分たち

の子孫につなぐべき生物多様性をとりあげ

てはいけない。『事後調査でコウモリの死骸

を確認したら保全措置を検討する』などと

いう悪質な事業者がいたが、コウモリの繁

殖力は極めて低いので、一時的な殺戮が地

域個体群へ与える影響は大きい。 
コウモリの活動期間中に『カットイン風

速を少しあげれば』、バットストライクの発

生を低減できることはこれまでの研究でわ

かっている。『ライトアップをしないこと』

はバットストライクを『低減する効果』は確

認されていない。さらに『事後調査』は『環

境保全措置』ではない。 
『影響があることを予測』しながら『適切

な保全措置』をとらないのは、「発電所アセ

ス省令」に違反する。 

 
環境保全措置については、ご指摘を踏ま

え、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら検討いたしま

す。 

3-25 

■月 2 回程度の死骸探索調査など信用でき

ない 
コウモリの死骸はスカベンジャーに持ち

去られて 3 日程度で消失することが明らか

となっている。仮に月 2 回程度の事後調査

で「コウモリは見つからなかった」などと主

張しても、科学的な根拠は乏しい。最新の科

学的知見に従い、コウモリの保全措置を安

全側で実施し、「その上で」科学的かつ透明

性の高い事後調査を実施すること。 

 
 
バットストライクの事後調査について

は、今後の現地調査により得られたコウモ

リ類の出現状況等を基に、最新の知見や専

門家等の助言も踏まえながら、準備書作成

の段階で予測・評価を行い、適切な実施内容

を検討いたします。 

3-26 

■意見は要約しないこと 
意見書の内容は、貴社側の判断で要約し

ないこと。要約することで貴社の作為が入

る恐れがある。事業者見解には、意見書を

全文公開すること。 

 
ご意見は原文のとおり記載いたしまし

た。 

3-27 

■個人情報保護について 
本事業者は、配慮書に対して意見書を提

出した者（専門家を含む）の住所（個人情

報）を公開しているが、その合理的根拠を

述べよ。意見書を提出した者（専門家を含

む）から個人情報公開について了承を得た

のか。仮に同意を得ていない場合、本事業

者及び委託先コンサルタントのコンプライ

アンスが疑われる。 

 
配慮書に対して、関係地域の市町内・外

から、それぞれどのようなご意見をいただ

いたかがわかるよう、意見書ご提出者の住

所のうち市町村名までを方法書に記載しま

した。個人が特定できないよう、ご提出者

については匿名で表記し、住所も市町村名

までとしておりますので、個人情報の公開

にはあたらないと考えております。 
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表 2-4(1/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

埼玉県さいたま市在住 D 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

4-1 

コウモリ類について 
欧米での風力発電アセスメントにおい

て、最も影響を受ける分類蒂として、コウモ

リ類と鳥類が懸念されており（バット＆バ

ードストライク）、その影響評価等において

重点化されている。 
国内でもすでに風力発電機によるバット

ストライクが多数起きており、不確実性を

伴うものではなく、確実に起きる事象と予

測して影響評価を行うべきである。 
このことを踏まえて環境保全の見地か

ら、本方法書に対して以下の通り意見を述

べる。なお、本意見は要約しないこと。 

 
本方法書において、専門家等へのヒアリ

ングを踏まえてコウモリ類の調査、予測及

び評価の手法を検討しています。 
方法書へのご意見を踏まえ、必要に応じ

て手法の見直しを行い、適切に調査、予測、

評価を実施してまいります。 
なお、ご意見は原文のとおり掲載いたし

ました。 

4-2 1.方法書においてコウモリ類の専門家にヒ

アリングを行ったことは評価される。 
手法の検討に必要と考え、専門家等への

ヒアリングを実施しました。 

4-3 

2.捕獲調査はハープトラップのみではなく、

複数のかすみ綱を使用する丁寧な調査を行

う必要がある。また、捕獲調査は安全確保の

観点から、1 晩につき 1 もしくは 2 地点程度

の調査で実施すること、全地点同時（同晩）

にハープトラップ各地点 1 台のみ等の調査

では、生息種の在不在すら把握できない。 

カスミ網の場合、捕獲したコウモリの回

収に時間がかかることがあり、個体に過度

のストレスを与えることから、カスミ網は

使用しない予定です。捕獲調査で使用する

ハープトラップの両側にはコウモリが通り

抜けできないネットを張り、捕獲効率が上

がるようにすることとし、1 晩あたり 2 地点

で実施する計画です。 

4-4 
3.捕獲調査時にも、バットディテクターによ

るコウモリ類の在不在・飛翔状況の記録を

取る必要がある。 

捕獲調査時にもバットディテクターを併

用します。 

4-5 
4.バットディテクターによる任意および飛

翔高度調査で使用する機種名を記載するこ

と。 

使用するバットディテクターの機種名に

ついては準備書に記載します。 

4-6 5.バットティテクターで得られた音声記録

の解析に用いる手法を記載すること。 
音声記録の解析手法については、準備書

に記載します。 

4-7 6.サーチライト調査によって得られたテー

タの定量化手法を示すこと。 
サーチライト調査の結果を分析する手法

については、準備書に記載します。 

4-8 

7.本事業および隣接する「（仮称）釜石広域

風力発電事業拡張計画」を合わせると、68 基

の風力発電機が設置される。このことにつ

いてコウモリ類への累積影響を予測、評価

できる手法を記載すること。 

拡張計画が実施された場合のコウモリ類

への累積的影響については、準備書におい

て予測・評価を行い、その手法についても記

載します。 
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表 2-4(2/2) 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

埼玉県さいたま市在住 D 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

4-9 

8.今後の準備書においてもコウモリ類の専

門家の指導を仰ぎコウモリ類についての十

分な経験と知識を持った者による適切な調

査、予測評価、保全措置が行われることを期

待する。 以上 

本方法書において、専門家等へのヒアリ

ングを踏まえてコウモリ類の調査、予測及

び評価の手法を検討しています。今後の現

地調査により得られたコウモリ類の出現状

況等を基に、最新の知見や専門家等の助言

も踏まえながら適切な環境保全措置を検討

いたします。 
 

表 2-5 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県遠野市在住 E 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

5-1 

既設風力発電設備の更新計画に反対しま

す。既設設備の撤去をお願いします。 
○貴事業者様の見解に「イヌワシのバード

ストライクを引き起こした反省を踏ま

え・・・」について、反省しているのなら

既設の設備を撤去するように。また更新

計画の取下げをお願いします。 
○貴事業者様の見解に「イヌワシの生息に

ついて重大な影響を十分低減できない場

合は抜本的な事業計画の見直しを含めた

対応策の検討を行います」について、イヌ

ワシの行動の予測は不可能であるから、

抜本的な事業計画の見直しは⇒事業計画

の取消しへ、既設風力発電設備の撤去を

お願いしたい。 
○日本のふるさと遠野には、巨大な風車は

にあわない。盆地からの景観が悪い。 
資料 1.「永遠の日本のふるさと」の継承 
資料 2.「ふるさと遠野の環境を守り育てる

基本条例」 
写真 1.「盆地からの景観」 
写真 2.「既設風車の 2 倍の大きさ」 

 
イヌワシのバードストライクを引き起こ

してしまった反省を踏まえ、イヌワシの生

息に及ぼす影響をできる限り低減できるよ

う事業計画を検討した上で、適切な調査・予

測・評価を行い、その結果に基づき、環境保

全措置を検討してまいります。 
その上で、イヌワシの生息について重大

な影響を十分低減できないと判断された場

合は、抜本的な事業計画の見直しを含めた

対応策の検討を行います。 
遠野市における眺望景観への影響につい

ては、フォトモンタージュの作成及び垂直

見込角の算出による予測を行い、「遠野市景

観計画」等に定める目標や基準等との整合

が図られているかどうかを評価し、その結

果を準備書として公表し、改めて皆様のご

意見を頂戴したいと考えております。 

 
表 2-6 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

岩手県上閉伊郡大槌町在住 F 氏 
No. 意見書 事業者の見解 

6-1 

評価方法についてはおおむね良いと思う

が、基体の大きさがかなり拡大することか

ら、利用している農業者等にも説明すべき

と考える。 

地元の利用組合をはじめとする関係者の

皆様には、事業計画や環境影響評価の結果

について都度丁寧に情報提供やご説明をさ

せていただく予定です。 
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表 2-7（1/5） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 G 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

7-1 

方法書を縦覧した結果、以下の理由によ

り、釜石広域風力発電更新計画に反対しま

す。 
 
１ 岩手県の風力発電事業計画が数多く、

自然環境への影響が大きい。 
岩手県では現在、風力発電計画中の 18 件

（本事業を含む）の内、その大部分は希少種

イヌワシの生息地で、かつての北上山系開

発のほぼすべての牧野に計画があるという

状況は異常です。国内のイヌワシは生息環

境の悪化、餌不足などから繁殖がうまくい

かず、減少を続けていて環境省の絶滅危惧

種に指定、岩手県では保護増殖のため専門

のスタッフを配置するなどの対策をしてい

るが、繁殖率は低迷を続け、生息が不明とな

った地域もある。岩手のイヌワシを守るこ

とは、日本のイヌワシを守ることと言って

もよい。風発事業は、広範囲の開発で北上高

地の自然環境や野生生物に与える影響があ

まりにも大きく、その多くは投資の対象と

されていることも問題です。 

 
 
 
 
 
 
イヌワシは希少猛禽類の中でも保全上特

に重要な種であると認識しています。 
今後実施する環境影響評価においては、

イヌワシの生息に及ぼす影響をできる限り

低減できるよう事業計画を検討した上で、

適切な調査・予測・評価を行い、その結果に

基づき、環境保全措置を検討してまいりま

す。 
その上で、イヌワシの生息について重大

な影響を十分低減できないと判断された場

合は、抜本的な事業計画の見直しを含めた

対応策の検討を行います。 
 

7-2 

２ 方法書の内容では、野生動植物の生息

状況の全容を把握できないと思います。 
調査の 2 年間に希少猛禽類及び渡り鳥、

その他の動植物及び大気、騒音、景観水質他

の調査を実施するというが、とても短い期

間と少ない調査日数で全容を把握できると

は到底思えません。既設の設備新設では、非

繁殖期の調査不足（アセスの対象外）から、

専門家の建設の可否判断を誤ったとされて

いますが、イヌワシの飛来は新設の当初か

ら明白なので事業更新は中止すべきです。 
 

 
 
本事業のための猛禽類調査は 2 営巣期を

含む期間で計画しており、イヌワシの飛来

が非営巣期を中心としているという当地の

特性に着目し、非営巣期の調査を重点的に

実施し、当地の利用状況の把握に努めます。 
希少猛禽類調査や渡り鳥調査の頻度や日

数はご指摘のとおり計画しておりますが、

これに加えて（仮称）釜石広域発電事業拡張

計画の環境影響評価準備書作成時に実施し

た希少猛禽類調査及び渡り鳥調査の結果等

を援用することで、現状把握に努めます。 



 

 19 

表 2-7（2/5） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 G 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

7-2
（
つ
づ
き
） 

今回の事業更新では、国内初のイヌワシ

のバードストライクが発生した施設の更新

にも拘わらず、希少猛禽類の調査に月 3 日

の調査、渡り鳥調査に春、秋の各 2 か月で月

3 回の調査では、イヌワシ等猛禽類、渡り鳥

の現状把握は難しいと思います。当地域で

同じ事業者の増設計画の条件としてのイヌ

ワシの代替餌狩場の件も解決していない。

コウモリ類調査は、夜間で飛翔高度が高い

種類では、鳴き声の反応、トラップ調査のみ

では生息する種類の確認すら困難ではない

かと思います。 
岩手県の議事録には、この既設の設備の

周辺地域に生息していたイヌワシ 5 ペア内、

設備稼働後に 3 ペアが消失し 2 ペアに減っ

たという事実にたいしても事業者はしっか

り対応する義務があると思います。日本野

鳥の会岩手県連絡協議会は、イヌワシのバ

ードストライク発生時に国や岩手県に要望

書を提出し、事業者のバードストライク防

止対策と原因究明委員会の設置と結果の報

告を求めたが有効な防止対策はとられてお

らず、真相究明の公表も未だなされていな

い。 
既設の設備におけるバードストライク並

びにバットストライクの被害の種類は、イ

ヌワシ、アマツバメ、キンクロハジロ、ホト

トギス、カッコウ、カケス、ヤマドリ、コサ

メビタキ及びヒナコウモリであると事業者

の報告がある。この種類を見ると、施設周辺

に生息する野鳥及び渡り鳥、コウモリでそ

の種類から推測すると低空から高空を飛翔

するほとんどすべての野鳥が被害にあった

という事実は、実施された事後調査は月 1 回

の限られた時期、一部で実施した結果です

ので、多くは獣、ガラス、トビ等による捕食

などにより見つからない場合が多いと言わ

れておりますので、発見されなかった多く

の被害が想定されます。その要因は 3 枚ブ

レード方式風車には防護がないというバー

ドストライクを防止することができない構

造的欠陥にあると思われます。 

また、コウモリ類の調査では、風況観測塔

を利用してバットディテクターによる飛翔

高度調査も行い、飛翔高度が高い種の確認

に努めます。 
「周辺に生息するイヌワシ 5 ペアのうち、

既設風力発電設備稼働後に 3 ペアが消失あ

るいはそれに近い状態にある。」という知事

意見でのご指摘に関しましては、県当局よ

り情報提供をいただきつつ事実関係の把握

に努め、それに基づき既設風力発電設備が

イヌワシに与えた負の影響について検討い

たします。さらに、専門家の助言を踏まえて

対象事業実施区域周辺のイヌワシの生息に

とって重要な場所とその利用実態を明らか

にするための調査を実施し、本事業の実施

によるイヌワシへの影響を適切に予測・評

価し、環境保全措置を検討してまいります。 
平成 20 年 9 月におけるイヌワシのバード

ストライク発生を受け、平成 21 年に経過報

告会を実施し、イヌワシのバードストライ

ク再発防止策について検討を行っておりま

す。また、平成 25 年にも有識者の参加を得

て意見交換会を開催しており、イヌワシの

バードストライクに関する情報の再整理を

行っております。他方で、バードストライク

の発生日や天候といった発生時の詳細な状

況までは特定できておりません。 
イヌワシのバートストライク防止策につ

いては、既存風力発電所の操業開始時より、

電動案山子や鳥除けテープを設置するなど

の対策を実施しておりましたが、バードス

トライク発生後は、前述したイヌワシのバ

ードストライクに関する検討・再整理も踏

まえ、各種対策を講じております。具体的に

は、マネキンの追加設置、電子爆音機の設

置、ストロボ発光、吹き流しの設置、航空障

害灯常時点灯、風力発電機周辺の草刈り等

の対策を講じてきました。その後、装置の故

障等により航空障害灯以外の対策につきま

しては平成 25 年までに終了・撤去していま

すが、平成 27 年には西サイトの既設風力発

電機への目玉マークの貼付、東サイトへの

鳥除けスピーカーの設置を試験的に実施し 
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表 2-7（3/5） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 G 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

7-2
（
つ
づ
き
） 

 ており、これまでのところイヌワシの新た

なバードストライクは確認されておりませ

ん。 
既設風力発電所におけるバードストライ

クの実態につきましては、今後も日常的な

点検時の確認に努め、それらの結果につい

ても今後実施する環境影響評価の中で活用

していく予定です。 
イヌワシのバードストライクを引き起こ

してしまった反省を踏まえ、イヌワシの生

息に及ぼす影響をできる限り低減できるよ

う事業計画を検討した上で、適切な調査・予

測・評価を行い、その結果に基づき、環境保

全措置を検討してまいります。 

7-3 

３ 風車の大型化による影響が示されてい

ない。 
大型化（ブレードの長さ 177m 径）に伴う

バードストライク、バットストライクの発

生頻度は高くなると思われるが防止の具対

策が示されておりません。イヌワシなどの

猛禽類や渡り鳥の飛行高度を調査する程度

では対策とはなりえません。発電総量を変

えずに、大型化の風車に更新することで設

置基数が減り環境に配慮しているようにも

見られるが、現在審議中の増設計画を含め

将来の事業展開を見据えた方策に見えま

す。大型機材を運搬するには大型トレーラ

ーが通行可能な道路整備が必要でありルー

ト上の森林伐採、法面の掘削など大規模な

環境破壊が伴います。大型風車のコンクリ

ートの基礎工事による地下水や土壌のアル

カリ化の対策も示されていません。大型化

により、既設の風車でもかなりの騒音であ

るのにさらに大きな騒音の対策が示されて

おりません。 

 
 
更新に際して風力発電機を大型化して基

数を減らすことで、様々な環境影響のどう

いった側面が強調され、軽減されるかにつ

いて検討し、結果を準備書に記載いたしま

す。 
運搬に際しては、起立装置など大型部品

に適した運搬方法を検討することで、道路

拡幅部を必要最小限にとどめるよう計画し

てまいります。 
コンクリートを用いる工事に際しては、

必要に応じて適切なアルカリ排水対策を検

討いたします。 
風力発電機の稼働に伴う騒音について

は、今後実施する調査・予測の結果を踏ま

え、適切な環境保全措置を検討いたします。 

7-4 

４ 事業計画地の大規模な山野災害の要因

となります。 
大型の風力発電施設の建設工事は、最近

の温暖化による異常気象で、法面の土砂の

崩落など新たな山野災害発生の要因となり

ます。 

 
 
既設風力発電設備の更新箇所について

は、新たに大規模な造成は伴いません。ま

た、新規に伐採・造成を行う場合には、土砂

の流出や崩壊の原因とならないよう、造成

計画、工事計画を検討してまいります。 
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表 2-7（4/5） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 G 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

7-5 

５ 住民や放牧牛の健康が心配されます。 
計画地は風光明媚な地域で展望台や湿原

のミズバショウ、山菜、きのこ採りなど地元

住民の憩いの場所です。風車から発生する

大きな騒音、低周波などによる健康被害が、

地元住民や放牧牛などに影響が懸念されま

す。 

 
環境省が設置した検討会による報告「風

力発電施設から発生する騒音等への対応に

ついて」（平成 28 年 11 月、風力発電施設か

ら発生する騒音等の評価手法に関する検討

会）によれば、「風力発電施設から発生する

超低周波音及び低周波音と健康影響につい

ては、明らかな関連を示す知見は確認でき

なかった。」とされています。 
また、既設風力発電所の稼働に伴う苦情

や放牧牛への影響は確認されておりませ

ん。 
なお、今後も最新の知見の収集に努めて

まいります。 

7-6 

６ ふる里の景観が損なわれます。 
既設の設備は、大槌町や遠野市からも見

え、景観が損なわれています。 
風車は、登山、山菜、きのこ取りで地元住

民が訪れる場所に計画されており、民話の

里、遠野市では委員会を設置して景観を調

査しています。尾根上に林立する風車はふ

る里の山野の景観にふさわしくありませ

ん。 

 
既設の風力発電機よりも大型の発電機を

予定していますが、基数は 1/4 程度に減少す

る計画です。この結果として景観への影響

がどのように変化するかを、方法書以降の

環境影響評価において、調査・予測・評価し、

適切な環境保全措置を検討いたします。 

7-7 

７ 電力需要は足りているのでは？ 
現状では、東日本大震災後、国内の原発が

全て停止しても、電気が止まるなどの事態

はどこにも発生しておりません。国は原発

の再稼働を実施しておりますし、太陽光な

ど他の再生エネルギーが急速に伸びていま

す。企業は、自然まかせで安定しない再生可

能エネルギーに不安を感じ、火力発電に依

存するなど混乱していますので、現状を踏

まえ環境に与える影響の少ない方法を検討

の上、地方のエネルギー需要に応じた対策

を熟考することが重要であると思います。 

 
資源エネルギー庁電力調査統計中の発電

実績によると 2017 年度の電源比率は火力

75％、水力 9%、原子力 3%、左記水力を除

く再生可能エネルギーが 8%、その他 5%と

なっており、多くを化石燃料に依存してい

る状況です。 
わが国では 2030年のエネルギーミックス

として再生可能エネルギー比率 22~24%（原

子力と合計した非化石電源比率 44％）を掲

げており、パリ協定の発効など地球温暖化

対策の必要性が増す中で再生可能エネルギ

ー導入を引き続き進めていく必要がありま

す。 
特に風力発電については、2030 年エネル

ギーミックスにける導入量 1,000 万 kW に

対して、2018 年 3 月時点の導入量は約 350
万 kW であり、今後も導入を推進する必要

があるものと考えております。 
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表 2-7（5/5） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 G 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

7-8 

８ 設備の更新に当たり、風車設置前の原

点に立ち返り、設置を決めた誤り（バード

ストライクの発生）を検証すれば、更新は

容認できないものと考えます。（当初の設

置は、アセスメント法に基づいておりま

せんでしたので、十分な調査に基づかな

いイヌワシの飛来頻度から専門委員会の

事業容認の可否判断に誤りがあったとし

か思えません。） 

2008 年 9 月にイヌワシのバードストライ

ク事故が発生して以降、これまでのところ

イヌワシのバードストライクは再発してい

ません。 
また、既設風力発電所設置前後にくらべ

ると、近年では風力発電機の近傍をイヌワ

シが避けて飛翔している可能性を伺わせる

結果が確認されております。 
これらのことを加味して、今後の調査・予

測の結果を踏まえて、イヌワシのバードス

トライクを防止するための環境保全措置を

検討してまいります。 
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表 2-8（1/3） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 H 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

8-1 

イヌワシは我が国の天然記念物に指定さ

れている希少大型猛禽類でありますが、我

が国の生息数がわずか数百羽程度であるた

め環境省により絶減危惧種にも指定されて

おります。特に我が国のイヌワシの 20%ほ

どが岩手県に生息していることなどを考慮

するなら、標記事業更新計画の対象となっ

ている岩手県の北上山地中央部に位置する

当該地区はイヌワシの生息にとって不可欠

な地域と言えます。しかし既に 2008 年 9 月

に当該地区の釜石広域ウインドファームで

バードストライク被害が発生し、これによ

るイヌワシ成島 1 羽の死亡が確認されてい

ます。この事故はイヌワシが風力発電施設

を回避しながら生息しうる可能性が低いこ

とを実証しております。 このような過去の

教訓が生かされないまま今回の事業更新計

画が実行に移され最終的に風力発電施設の

稼働が継続される場合は当該地域に定常的

に生息するイヌワシの採餌活動や繁殖活動

の阻害要因となり、さらには衡突死等の事

故の要因ともなりうるなどの重大な悪影響

が懸念されます。 
以前（株）ユーラスエナジーホールディン

グスより提示された「（仮称）釜石広域風力

発電事業更新計画段階環境配慮書」に対し

ては既に平成 30 年 8 月に経済産業大臣意見

書が出されており、その中にはイヌワシ生

息環境保全の立場より当該計画に関する

様々な懸念や検討課題が示されておりま

す。日本野島の会もりおかはこの経済産業

大臣意見書に即して事業者である (株 )ユー

ラスエナジーホールディングスに当該事業

計画の抜本的変更を強く求めます。以下に

今回の釜石広域風力発電事業更新計画に係

る環境影響評価方法書に関する意見を申し

述べますので、十分にご検討いただきたく

存じます。  

イヌワシは希少猛禽類の中でも保全上特

に重要な種であると認識しています。 
ご指摘のとおり、2008 年 9 月にイヌワシ

の衝突死が発生しましたが、これまでのと

ころイヌワシのバードストライクは再発し

ていません。 
また、既設風力発電所設置前後にくらべ

ると、近年では風力発電機の近傍をイヌワ

シが避けて飛翔している可能性を伺わせる

結果が確認されております。 
今後実施する環境影響評価においては、

イヌワシの生息に及ぼす影響をできる限り

低減できるよう事業計画を検討した上で、

適切な調査・予測・評価を行い、その結果に

基づき、環境保全措置を検討してまいりま

す。 
その上で、イヌワシの生息について重大

な影響を十分低減できないと判断された場

合は、抜本的な事業計画の見直しを含めた

対応策の検討を行います。 
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表 2-8（2/3） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 H 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

8-2 

(1) 当該地域がイヌワシの生息環境として

重要であることは今回の方法書の中にも

書かれております。しかしその一方で生

息調査実施にあたって『イヌワシの飛来

が非営巣期を中心としているという当地

の特性に着目し、非営集期の調査を重点

的に実施し、当地の利用状況の把握に努

めます』ともあります。我が国に生息する

イヌワシが留鳥である事を考慮するな

ら、特定の季節に限定せずに積雪期等も

含めた通年調査を最低でも数年間実施す

る事こそが当地におけるイスワシの生息

状況の詳細を明らかにすることに繁がる

はずです。そして、イヌワシ生息に重大な

影響を十分に低減できない場合の「抜本

的な事業計画の見直し」が仮にも季節を

限定した稼働停止期間の導入程度にとど

まるなら、それは留鳥であるイヌワシの

生息環境の保全に資する本質的対処法と

はなりません。 

猛禽類調査については、営巣期を含めた

月 1 回の通年の調査を 2 営巣期実施する予

定であり、当地においてイヌワシの飛来が

非営巣期に多いとの助言を踏まえて、非営

巣期の調査では調査地点数を増やすことで

重点化するものです。 
また、今後実施する現況調査に加えて、

（仮称）釜石広域発電事業拡張計画の環境

影響評価準備書作成時に実施した調査結果

等を援用することで、現状把握に努めます。 
イヌワシを対象とする環境保全措置の内

容につきましては、今後実施する調査及び

予測の結果を踏まえて、検討してまいりま

す。 

8-3 

(2) 経済産業大臣意見書の「第１章（３）累

積的な影響」にも関連しますが、方法書の

「第５章 配慮書に対する経済産業大臣

の意見および事業者の見解」には『隣接し

て計画している「（仮称）釜石広域風力発

電事業拡張計画」と本事業との累積的影

響を予測・評価し、重大な影響が懸念され

た場合は、適切な環境保全措置を講じて

まいります。広域を利用するイヌワシに

対しては周辺の他事業との累積的影響に

ついても考慮します。』とあります。しか

し実際にどのような科学的調査によって

周辺の他事業との累積的影響を明らかに

するのか、また仮に累積的影響が明らか

となった場合にどのような対応を取るか

については述べられておりません。 

周辺の他事業との累積的影響の検討に際

しては、他事業において公表された環境影

響評価図書を引用するほか、他事業者より

情報提供が得られた場合にはその内容に応

じて累積的影響の予測方法を検討してまい

ります。 
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表 2-8（3/3） 方法書に対する住民等からの意見の概要及び事業者の見解 

公益財団法人 H 支部 
No. 意見書 事業者の見解 

8-4 

(3) 経済産業大臣意見書の「第１章（４）事

業計画の見直し」に関連して、「第５章 

配慮書に対する経済産業大臣の意見およ

び事業者の見解」には『イヌワシの生息に

ついて重大な影響を十分低減できない場

合は、抜本的な事業計画の見直しを含め

た対応策の検討を行います。』とありま

す。しかし前述の通り、2008 年 9 月に岩

手県内の当該地区の釜石広域ウインドフ

ァームでのバードストライク被害が発生

しイヌワシ成鳥 1 羽の死亡が確認されて

いることより、イヌワシの生息への重大

な悪影響はすでに実証済みです。バード

ストライクの原因が風車のブレードへの

衝突であることがほぼ明らかとなってい

るにも関わらず、今回の方法書の中では

風力発電設備のブレードの大きさや形

状、設置場所等の変更等を含めた検討に

よるバードストライクの防止策が検討さ

れておりません。 

2008 年 9 月にイヌワシのバードストライ

ク事故が発生して以降、これまでのところ

イヌワシのバードストライクは再発してい

ません。 
また、既設風力発電所設置前後にくらべ

ると、近年では風力発電機の近傍をイヌワ

シが避けて飛翔している可能性を伺わせる

結果が確認されております。 
今後実施する調査結果にこれまでの知見

を加味し、風力発電機の大型化・基数削減を

踏まえた予測を実施し、その結果に基づい

て、イヌワシのバードストライクを防止す

るための環境保全措置を検討してまいりま

す。 

8-5 

(4) (3)とも関連しますが、「第 5 章 配慮書

に対する経済産業大臣の意見および事業

者の見解」の「2.各論 (1)鳥類に対する影

響」において、今回の方法書には『バード

ストライクが発生したと推定されている

西サイトの既設 15 号機およびその南側に

ある既設の風力発電機については撤去後

に更新は行わない』旨が述べられており、

それ自体は好ましいご判断と思われま

す。しかし方法書の別の箇所にはイヌワ

シの生息領域が広範囲にわたることも示

されております。従って過去の事故発生

の現場である西サイトの風力発電施設の

一部にとどまらずに施設全体を撤去する

ことはこの地域のイヌワシ生息環境の保

全にとって当然かつ不可欠であり、さら

に東サイト側の既存施設の存続の可否を

含めた当該事業計画全般の抜本的再検討

も行うべきであります。 

今後の環境影響評価においては、専門家

の助言を踏まえて対象事業実施区域周辺の

イヌワシの生息にとって重要な場所とその

利用実態を明らかにするための調査を実施

し、本事業の実施によるイヌワシへの影響

を適切に予測・評価し、環境保全措置を検討

してまいります。 
その上で、イヌワシの生息について重大

な影響を十分低減できないと判断された場

合は、抜本的な事業計画の見直しを含めた

対応策の検討を行います。 
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別 紙 
 
 

日刊新聞紙等における公告 
 
岩手日報 （平成 31 年 1 月 8 日 朝刊 2 面） 
 

 
 
 
復興釜石新聞 （平成 31 年 1 月 5 日 朝刊 3 面） 
 

 
 
 
 
  

別紙 1 
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釜石市 広報紙による「お知らせ」 

 
 （平成 31 年 1 月 1 日発行 「広報かまいし 1 月号」） 
 

 
 
 

遠野市 広報紙による「お知らせ」 
 

 （平成 31 年 1 月 10 日発行 「広報遠野 1 月号」） 
 

  
 
 
 

別紙 2 
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大槌町 広報紙による「お知らせ」 
 

 （平成 31 年 1 月 7 日発行 「広報おおつち 1 月号」） 
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インターネットによる「お知らせ」 
（岩手県 ウェブサイト） 
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インターネットによる「お知らせ」 
（釜石市 ウェブサイト） 

【トップページ】 
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インターネットによる「お知らせ」 

（遠野市 ウェブサイト） 
【トップページ】 
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インターネットによる「お知らせ」 

（大槌町 ウェブサイト） 
【トップページ】 
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インターネットによる「お知らせ」 
（（株）ユーラスエナジーホールディングス ウェブサイト） 

 
【トップページ】 
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ご意見記入用紙 

 

別紙 4 
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